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カーナイカレッジ留学生の入学条件 

 

DIBP（移民局）年齢条件 

 

2016年 7月 1日から、すべての学校の生徒は、国籍に関係なく、学校の入学時に適切な年

齢でなければなりません。 

 

学校で勉強するためのビザを取得するには、次の年齢条件を満たしている必要があります。 

 

ビザ申請時に少なくとも 6歳以上。 

 

9年生に入る学生は 17歳未満でなければなりません。 

 

10年生に入る学生は 18歳未満でなければなりません。 

 

11年生に入る学生は 19歳未満でなければなりません。 

 

12年生に入る学生は 20歳未満でなければなりません。 

 

詳細については、www.border.gov.auの DIBPオンラインクライアントサービスツールをご

覧ください。 

学力条件 

 

過去 2年間に修了したすべての科目で 60％以上の成績を取得している必要があります。 

 

英語力条件 

 

一般のクラスの授業を開始する前に、ある程度のレベルの英語力が必要です。 

 

留学生プログラムでの最低限必要な英語力の条件は次のとおりです。 

 

・一般のクラスの授業を開始する前にビクトリア州の英語コースを最大 21週間（2学期

間）修了したこと（留学生到着後のレベル査定が対象となります）。 

 

または 

 

・英語能力を実証するための証拠が英語で文書化されていること。 

― 2年間またはそれ以上の英語教育を受けた。 

―インターナショナルスクールにて英語で少なくとも 2年間は勉強し達成した。 

―少なくとも 5.5の一般的な IELTSテストスコア、または 

― AEASスコアが 66以上、または 

―少なくとも 69のインターネットベースの TOEFLスコア、または少なくとも 196のコン

ピュータベースの TOEFLスコア、または少なくとも 525のペーパーベースの TOEFLスコ

ア、または 
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―10年生に入学の場合は 2級以上の英検スコア、11年生に入学の場合は 2A以上の英検ス

コア 

宿泊施設および福祉条件 

 

・13歳未満のすべての生徒は、生徒の在籍期間中、親/法定管理人/ DIBPの承認を受けた親

族と居住していなければなりません。 

 

・DIBPプロセスに関することや承認される親族に関する情報の完全なリストについては、

DIBPのウェブサイト www.immi.gov.auを参照してください。 

 

・親族は 21歳以上でなければならず、学生のビザの有効期限が切れるまで、または学生が

18歳になるまでオーストラリアに滞在する資格を持っていないといけません。 

 

・13歳以上の学生は、DET認定の福祉手配の一環として、親/法定管理人、DIBP認定の親

族、指名された第三者ホームステイ、またはホームステイの宿泊施設に居住することができ

ます。 

 

留学生健康保険 

 

・学生ビザの条件として、ビザ期間中（DIBPからの条件）またはトータルの学習期間

（DET優先権）のいずれか長いほうの期間をカバーする期間中の留学生健康保険

（OSHC）を持っていなければなりません。 

 

ノルウェー、スウェーデンまたはベルギーからの応募者 

 

ノルウェー、スウェーデン、またはベルギーからの留学生は、海外留学生の健康保険契約を

交替することができます。詳細については、www.immi.gov.auおよび www.health.gov.auを

参照してください。 

 

その他の条件 

 

学校長および/または留学生コーディネーターは、申請を受理する前に留学生のオンライン

インタビューを要求することがあります。 


